


※危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等
規制法」（通称：盛土規制法）が令和５年５月26日に施行されたことを踏まえ、
「条例の目的」を「県土の秩序ある利用を図るとともに、県民の生活の安全を確
保すること」から「県土の秩序ある利用を図ること」に改めるとともに、同法と
規制目的等が重複する「その２ 土砂埋立行為の許可」制度及び「その３ 土砂搬
入禁止区域」制度を廃止しました。
なお、既に条例の許可を受けて令和７年４月１日時点で着手済みの工事等につい
ては、経過措置として改正前の条例・規則の一部関係規定が適用されます。
　

　危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」
（通称：盛土規制法）が令和５年５月26日に施行されたことを踏まえ、条例の目的を
「県土の秩序ある利用を図るとともに、県民の生活の安全を確保すること」から「県土の
秩序ある利用を図ること」に改めるとともに、同法と規制目的等が重複する「その２ 土砂
埋立行為の許可」制度及び「その３ 土砂搬入禁止区域」制度を廃止しました。
　なお、既に条例の許可を受けて令和７年４月１日時点で着手済みの工事等については、
経過措置として改正前の条例・規則の一部関係規定が適用されます。本あらましは、改正前
の条例をもとに制度の仕組みを説明したものです。












